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　市では、市民の意識や意向を調査 ･ 把握し、市政に反映させるため、3 年に

一度市政世論調査を実施しています。このほど結果がまとまりましたので一部

を紹介します。なお、市政世論調査報告書は、市役所 1 階情報スペース、各図

書館、市ホームページからご覧いただけます。

〈調査概要〉【対象】市内在住の満 20 歳以上の男女 2,400 人（無作為に抽出）

【調査期間】平成 30 年 7 月 27 日～ 8月 10 日

【調査方法】郵送法

【回収数】1,080 人（回収率 45.0％）

【問合せ】秘書広報課広報広聴係☎ 551･1529
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【住みやすい】が 5割台半ばとなっています。
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【住みやすい】55.9％ 【住みにくい】12.5％

「市の職員は、民間企業並みのコスト意識を持って事務事業を実施し、無駄を
なくした効率的な運営に努めるべきである」が最も高く、5割強となっています。
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市の職員は、民間企業並みのコスト意識を持って事務事業を実施し、
無駄をなくした効率的な運営に努めるべきである

市役所、その他市の施設の職員数はなるべく増やさないようにし、事業
の委託化や臨時職員の採用など、工夫して事務事業を行うべきである

近隣自治体との施設等の広域利用などをもっと進めるべきである

市の施設を利用したり、サービスを受ける場合、受益者がある程度の
費用を負担するのは当然である

市が新しい事業や施策に取り組んでいくためには、現在の事務事業の
見直しや、補助金・交付金などの見直しもやむを得ない

情報化にもっと力を入れるべきである
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各グラフの数値は、四捨五入しているため合計が 100％にならない場合があります。

市政世論調査がまとまりました
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【住み続けたい】が約７割台半ばとなっています。

定 住 意 識 定住意向は…

生 活 環 境 評 価 福生市は住みよいところか…

行 政 改 革 市に求める行政改革は…

「あってもやむを得ないが、騒音対策や生活環境整備に力を入れるべきだ」
が最も高く、5割強となっています。
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横 田 基 地 横田基地の賛否は…

宿泊費の一部を助成！ 宿泊施設 助成金 予約申込先

・旅館

・ホテル

大人

3,000 円

小人

2,000 円

・㈲ダイナ旅行☎ 553･3310

・立川トラベルセンター 

☎ 553･2202

・㈱サイドサポートサービス 

☎ 513･5273

・保養所

・東京都市町村職員共済組合

保養所（シーサイドいずたが）

☎ 0120･73･1241 へ。

・かんぽの宿
・各宿泊施設へ。

日本郵政☎ 0120･715･294
・河津温泉旅館

組合指定施設

・津南町観光協

会指定施設

・守山市観光物

産協会指定施設

・各宿泊施設へ。

対象施設は総合窓口課・市内公共施設にあるパンフレット、市

ホームページでご確認ください(総合窓口課前にパンフレット

コーナーを設置しています）。
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▼世帯単位の自己負担限度額 ( 年額：8 月
～翌 7月）

後期高齢者医療制度＋介護保険

負担割合 負担区分 限度額（年額）

3 割負担 現役並み所得 67 万円

1割負担

一般 56 万円

住民税

非課税等

区分Ⅱ 31 万円

区分Ⅰ 19 万円
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　市民の皆さんが、市が指定した宿泊施設を利用す

る場合、宿泊費の一部を市が助成します。

【利用方法】①右表の予約申込先へ宿泊の予約をして

ください。利用料金などは、申込み時にお問い合わ

せください。

②総合窓口課（市役所１階６・７番窓口）で利用申

請書に記入・提出して利用券を受け取ってください。 

※運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。

【助成金】大人 3,000 円、小人 2,000 円※「小人」は

４歳～小学校６年生まで。一人につき各年度１泊のみ。

【助成対象者】申請する日の６か月前から引き続き市

内に住所を有し、福生市に住民登録されている方

【注意事項】18 歳未満の方だけで利用する場合は、保

護者の同意が必要です。また、平成 31年度の利用券

申請の受付は３月から開始します。

【問合せ】総合窓口課☎ 551・1595

市民契約保養施設のご案内
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（複数回答）


